
設　計 校　合 リーダー 副主幹 所　長 副課長 副参事 課　長

委 託  設 計 書 ・ 仕 様 書

令 和 8 年 度

委 託 名 称 資源化センター給排水設備保守点検業務委託

委 託 場 所 川越市大字鯨井７８２番地３

委　託　費 円 委　託　価　格 円

契約期間：令和8年6月1日から令和9年5月31日まで（1年・12箇月）（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

委 ・資源化センター内に設置されている総括受水槽の点検清掃及び熱回収施設・リサイクル施設・環境プラザ・

託 草木類資源化施設・ストックヤード棟・下水排水貯留槽・調整池・地下雨水貯留槽の給排水設備の保守点検を行う。

の ・水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1号の規定に基づき簡易専用水道の水槽を清掃する。

大

要

(月額）　　　　　　　 （月額）　　　　　　



直接人件費等 1 式 別紙参照

直接物品費 1 式

直接業務費  計

業務管理費　(緊急対応含む） 1 式

業務原価　計

一般管理費等 1 式

委託価格　計 12箇月

消費税等相当額 1 式

実施金額 12箇月

（月額）

委託価格 1 月

消費税等相当額 1 式

実施金額 1 月

内　　　　　　訳　　　　　　書

費　　目 種　　別 細　　別 数 量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

川　　越　　市



別紙

熱回収施設 送水・排水ポンプ点検 ３４台　点検回数（２回／年） 1 式

リサイクル施設 送水・排水ポンプ点検 １３台　点検回数（２回／年） 1 式

環境プラザ 送水・排水ポンプ点検 １２台　点検回数（２回／年） 1 式

電気温水器点検 ３台　点検回数（２回／年） 1 式

オイルトラップ点検清掃 １箇所　回数（１回／年） 1 式

雨水ろ過装置点検 点検要領による 1 式

小計（環境プラザ）

草木類資源化施設 送水・排水ポンプ点検 ４台　点検回数（２回／年） 1 式

電気温水器点検 １台　点検回数（２回／年） 1 式

小計（草木類資源化施設）

ストックヤード棟 送水・排水ポンプ点検 ２台　点検回数（２回／年） 1 式

オイルトラップ点検清掃 １箇所　回数（１回／年） 1 式

消臭剤噴霧装置 点検要領による 1 式

小計（ストックヤード棟）

資源化センター給排水設備保守点検業務委託　内訳

費　　目 種　　別 細　　別 数 量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

川　　越　　市



別紙

総括受水槽 清掃 点検要領による 1 式

水質検査（１６項目） 点検要領による 2 回

水質検査（１２項目） 点検要領による 1 回

給水ポンプユニット点検 点検要領による 1 式

小計（総括受水槽）

下水排水貯留槽 水中・ばっ気ポンプ点検 ４台　点検回数（２回／年） 1 式

清掃 点検要領による 1 式

バキューム車 清掃に伴う 1 式

産廃処分費 清掃に伴う 1 式

小計（下水排水貯留槽）

調整池・地下雨水貯留槽 排水ポンプ点検 ３台　点検回数（２回／年） 1 式

建築設備定期検査（給排水設備） 点検要領による 1 式

合計

資源化センター給排水設備保守点検業務委託　内訳

費　　目 種　　別 細　　別 数 量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

川　　越　　市



 

 

 

 

資源化センター 

        

給排水設備保守点検業務委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  川   越   市  

 

 

 

 



Ⅰ 長期継続契約 

１. 委託件名 

資源化センター給排水設備保守点検業務委託 

２. 委託場所 

川越市大字鯨井７８２番地３ 

３. 契約期間 

令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで（１年・１２箇月） 

  （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

４. 支払い方法 

５回払い 

令和８年８月（６月～７月分）  令和８年１１月（８月～１０月分） 

令和９年２月（１１月～１月分） 令和９年 ４月（２月～３月分） 

令和９年６月（４月～５月分） 

５. 入札書記載事項 

入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まな

い額とし、かつ、月額を記載すること。 

６. その他特記事項 

この入札は、地方自治法第２３４条の３に基づく「川越市長期継続

契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続

契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年

度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当

該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約

書に記載します。 

この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の

改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この

契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減し

て支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、

経過措置が優先して適用される。 

 



Ⅱ 一般仕様書 

１. 目的 

本業務委託は、資源化センターの給排水設備を保守点検し、常に最

良の状態で運転できるよう維持管理することを目的とする。 

 

２. 委託対象場所 

川越市大字鯨井７８２番地３ 

 

３. 委託期間 

令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで（１年・１２箇月）

 （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

４. 受注者は、以下の書類を提出しなければならない。 

(1)業務着手書類 

①管理技術者等通知書 

②委託業務実施計画書 

③業務従事者名簿（施設の防犯上必要なため） 

④緊急連絡先 

⑤その他、業務遂行上必要となる書類で発注者の指示するもの 

(2)報告書 

①業務委託実施報告書 

②点検報告書 

③建築基準法（第12条第4項）に基づく建築設備定期検査報告書 

（給排水設備） 

④臨時点検・修繕等実施報告書 

(3)その他市指定のもの 

 

５. 責任者の指定 

受注者は、業務着手前に作業及び発注者との業務連絡の中心となる

管理技術者を指定し、発注者に報告しなければならない。 



６. 作業内容 

建築保全業務共通仕様書に基づく、給排水設備に関する定期点検、

臨時点検・緊急対応、１２条点検を実施する。 

（１）  定期点検 

対象設備について、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房庁営繕部監修

最新版）、関係法令及び各種の技術基準及び本仕様書による点検業務を実施するも

のとする。内容については、別紙点検要領に基づき実施する。 

（２）  臨時点検・緊急対応 

対象設備に故障等が発生した場合は、直ちに技術員を派遣し、臨時

点検を実施するものとする。 

また、緊急対応として、機器の調整、軽微な修理によって正常な状

態に復旧が可能の場合は、復旧作業を行うものとする。発注者との協

議により本業務において復旧が困難と判断された場合、受注者は、設

備の修繕に関して、専門的な立場から助言を行うものとする。 

（３）  １２条点検 

建築基準法第１２条第３項に基づく検査を実施すること。これは同項に定める有

資格者（一級建築士、二級建築士、建築設備検査員）が実施しなければならない。 

（４）  実施時期の予定について 

給排水ポンプ点検     ７月、１月 

総括受水槽清掃点検    １０月 

下水排水槽清掃点検    １月 

オイルトラップ清掃点検  ５月 

建築設備定期検査     給排水ポンプ点検と同時期 

なお、点検回数、点検箇所、数量等は点検要領による。 

（５）  その他注意事項 

 作業箇所には槽内、地下道など酸素濃度が低い場所あるいは硫化水

素が発生している恐れのある場所も含まれるため、労働安全衛生法を

遵守し、同法の酸素欠乏症等防止規則第四章に定める有資格者（酸素

欠乏・硫化水素危険作業主任者）の監督下で必要な措置を講じた上で

行うこと。 



７.  緊急対応 

本委託の対象機器には、施設の運転管理に支障を及ぼす機器が含ま

れており、緊急修繕を要する場合があるため、緊急対応は下記のいず

れかの者が実施すること。 

①受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負（業 

 種：管工事業、本委託の対象設備に関して発注者と修繕契約が締結

 できること）に登録のある場合は、受注者とする。 

②受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負（業 

 種：管工事業）に登録のない場合は、発注者に協力事務所協議願 

 （委託指定様式）を提出して発注者の承諾を得た者とする。なお、

 この場合の協力事務所とは、市内に本店がある川越市競争入札参加

 資格者名簿の建設工事請負（業種：管工事業、本委託の対象設備に

 関して発注者と修繕契約が締結できること）に登録のある者とする。 

 

８. その他の事項 

（１）  受注者は、業務を遂行するにあたり、建築設備機器等に損傷を与え

ないよう十分に注意し、万一損傷の場合は、市の責に帰する場合を除

き、その賠償の責めを負うものとする。 

（２）  受注者は、点検業務の実施にあたり、市と十分な打ち合わせを行い、

その指示に従うこと。 

（３）  受注者は、市の施設の敷地内では禁煙すること。また、「路上喫煙

の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙をしないように努めること。 

（４）  受注者は「川越市環境方針」を理解し協力すること。 

（５）  受注者は、委託業務の遂行にあたり施設利用者等の利用を妨げない

よう、また、不快を抱かせないよう言動等に十分注意するものとする。 

（６）  業務中に知り得た市の機密事項（施設利用者の個人情報を含む）は、

外部に漏れることのないよう勤務外においても十分に留意するものと

する。 

（７）  本仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は、現

場の状況に応じ、本仕様書に規定されていない細部の事項についても

誠意をもって実施すること。 



（８）  この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の

改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この

契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減し

て支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合、経

過措置が優先して適用される。 

（９）  本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、

再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提

出し、川越市の承諾を得る必要がある。 



点  検  要  領 

資源化センター 

給排水設備保守点検業務委託 

 
１．熱回収施設 
 下記（１）～（１２）について、点検を２回（２回／年）実施する。 
 （１）計量器ピット排水１，２，３ポンプユニット、付属装置（雑用水用）          

６台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、封入圧調整、

簡易清掃 
 
 （２）汚物排水ポンプユニット、付属装置       ４台（２台２組） 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （３）配管ピット内湧水ポンプ、付属装置       ４台（２台２組） 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （４）地下油水分離ポンプ、付属装置              ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （５）排水処理室ポンプ、付属装置               ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （６）プラットホームポンプ、付属装置             ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃              

 
（７）スラグヤードポンプ、付属装置              ２台                        

    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃 
 
 （８）共同溝ポンプ、付属装置                 ４台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃 
 
 



 （９）特高ポンプ、付属装置                  ２台 
異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃 

 
（１０）搬出ポンプ、付属装置                  ２台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃 
 
（１１）炉室ポンプ、付属装置                  ２台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃 
 
（１２）雨水送水ポンプ                ２台（２台１組） 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃                  

 
２．リサイクル施設 
下記（１）～（４）について、点検を２回（２回／年）実施する。 
（１）汚水排水ポンプ、付属装置                ８台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （２）汚水排水（生活排水用）ポンプ、付属装置         ２台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （３）中水用加圧給水ポンプユニット、付属装置    ２台（２台１組） 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （４）雨水ろ過装置、付属装置                 １台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
３．環境プラザ 
下記（１）～（６）について、点検を２回（２回／年）実施する。 

 （１）雑用水用加圧給水ポンプユニット、付属装置   ２台（２台１組） 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、封入圧調整、

簡易清掃 
 
 （２）汚水ポンプ、付属装置                  ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 



 （３）プラント排水ポンプ、付属装置              ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （４）湧水ポンプ、付属装置                  ４台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （５）ろ過（雨水）ポンプ、付属装置              ２台 
    異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 
 （６）電気温水器                       ３台 
    ＴＯＴＯ ＲＥＫ－２５Ｃ－２Ｄ 貯湯量２５Ｌ 

機能確認、漏水確認 
 
 （７）オイルトラップ                    １箇所 
    機能確認、清掃 １回（１回／年）（５月に実施） 
 
 （８）雨水ろ過装置、付属装置、                １台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
・水質検査回数 ２回（２回／年） 
（ＰＨ値、臭気、外観、大腸菌、遊離残留塩素） 

・薬剤補充回数 ２回（２回／年） 
雨水貯留槽、雨水流入槽点検回数 ２回（２回／年） 
水抜き、汚泥汲み取り洗浄は、点検結果に基づき随時行うこと。 

 
４．草木類資源化施設 
下記（１）～（３）について、点検を２回（２回／年）実施する。 
（１）汚水ポンプ、付属装置                  ２台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 

 （２）プラント排水ポンプ、付属装置              ２台 
異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
 

 （３）電気温水器                       １台 
ＴＯＴＯ ＲＥＫ－１２Ａ－１Ｄ 貯湯量１２Ｌ 

    機能確認、漏水確認 
 



５．ストックヤード棟 
下記（１）～（２）について、点検を２回（２回／年）実施する。 

 （１）排水ポンプユニット、付属装置         ２台（２台１組） 
異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 

 
 （２）消臭剤噴霧装置                     １台 

機能点検 
 
 （３）オイルトラップ                    １箇所 
    機能確認、清掃 １回（１回／年）（５月に実施） 
 
６．総括受水槽 
（１）清掃 

水道法第３４条の２第１項及び同法施行規則第５５条第１号の規定に基づ

き簡易専用水道の水槽を清掃する。 
清掃回数１回（１回／年）（１０月に実施） 

 
（２）水質検査 

上記の清掃に合わせて、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に

基づく水質検査を下記のとおり実施する。 
１６項目 検査回数 ２回（２回／年） 

一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化

合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH 値、味、臭気、色度、濁

度 
 

１２項目 検査回数 １回（１回／年） 
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、

ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、ト

リクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒ

ド 
 
（３）受水槽点検 １回（１回／年）（１０月に実施） 

 受水槽容量３００㎥ 
[基礎・固定部] 

① 亀裂、沈下等の有無を点検する。 



② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 
③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 
④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。 
⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。 

外観の状況（外部ケーシング） 
⑥ 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 
⑦ 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 
⑧ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。 
⑨ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 

  
なお、付属装置の点検内容は下記のとおりとする。 
ａ．ボールタップ 

  ① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。 
  ② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 
 ｂ．水面制御及び警報装置（レベルスイッチ）（電極棒） 
  ① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検清掃する。 
  ② 水位センサー等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。 
  ③ 作動の良否を点検する。 
 
（４）給水ポンプユニット点検 ２回（２回／年） 

ユニット型式 ＫＦ２－４０ＨＲ５－Ｅ７．５        １式 
異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、アキュムレータ

封入ガス圧調整、簡易清掃 
 
７．下水排水貯留槽 
 容量 １００㎥   清掃回数 １回（１回／年）（１月に実施） 
 貯留槽の清掃及び機器の点検及び付属装置 
 汚泥の引き抜き作業及び適正処分（産廃処分） 
（１）下水排水貯留槽内の作業等を行うに当たっては、関係諸法令を遵守し、

酸素濃度等を測定し、必要な措置を講じた上で行うこと。 
（２）作業に当たっては、下水排水貯留槽へ流入する排水ポンプを確実に停止

し、電源を遮断して、運転ができないよう措置を講じた上で作業を行う

こと。 
（３）その他、安全管理上の必要な措置は確実に行うこと。 
（４）作業は隣接するなぐわし公園ＰｉＫＯＡの休館日（水曜日）の午前中に

行うこと。 



 
（５）水中ポンプ、曝気ポンプ （各２台 合計４台） 

電圧・電流・絶縁抵抗の測定   点検回数 ２回（２回／年） 
   異音・振動・漏水の有無、簡易洗浄  （下水排水貯留槽の清掃時） 
                  点検回数 １回（１回／年） 

 
８．調整池・地下雨水貯留槽 
下記（１）～（２）について、点検を２回（２回／年）実施する。 
（１）排水ポンプ、付属装置                 ３台 

異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄 
  （２）フリクトレベル計 
    レベル計変換機の点検、センサーの引き上げ点検を行う。 

 
９．建築設備定期検査（給排水設備） 

建築基準法（第 12 条第 3 項）に基づく建築設備定期検査（給排水設備）を

関連法規に従い実施すること。また調査後報告書を作成し提出すること。な

お、資格要件は、一級又は二級建築士、建築設備検査員のいずれかとする。 
  
 １０．緊急対応について 
 （１）その他設備機器に係る消耗品等の交換に伴う軽微な修繕 
 （２）委託期間中の給排水設備機器に係る漏水、破損、故障等の緊急対応を行

うこと。 
    ＊緊急対応：市の連絡により、仮復旧を行う。本復旧等修繕経費は、別

途とする。 
  



対象機器一覧 
１．熱回収施設給排水設備     ３４台 

計量器ピット排水 １   ２．２ｋＷ     ＺＵ３－６５５－２．２ 
 （６台）    ２   ２．２ｋＷ     ＺＵ３－６５５－２．２ 
         ３   ０．４ｋＷ     ＹＵＫ２－５０５－０．４Ｔ 
汚物排水ポンプユニット ０．４ｋＷ     ＷＵ０３－５０５－０．４Ｔ 
 （４台）       ０．２５ｋＷ    ＷＵ０３－４０５－０．２５Ｔ 
配管ピット内湧水ポンプ ０．４ｋＷ     ＹＵＫ２－５０５－０．４Ｔ 

  （４台） 
地下油水分離ポンプ   １．５ｋＷ     ＺＵ３－５０５－１．５ 
 （２台） 
排水処理室ポンプ    ０．４ｋＷ   ＹＵＫ２－５０５－０．４ＴＬ／ＬＮ 

  （２台） 
プラットホームポンプ  ０．２５ｋＷ  ＹＵＫ２－４０５－０．２５Ｔ 
（２台） 

スラグヤードポンプ   ０．７５ｋＷ  ＹＵＫ２－５０５－０．７５Ｔ 
  （２台） 
共同溝ポンプ      ０．２５ｋＷ  ＹＵＫ２－４０５－０．２５Ｔ 
 （４台） 
特高ポンプ       ０．２５ｋＷ  ＹＵＫ２－４０５－０．２５ＴＬ／ＬＮ 
 （２台） 
搬出ポンプ       ０．４ｋＷ   ＹＵＫ２－５０５－０．４ＴＬ／ＬＮ 
 （２台） 
炉室ポンプ       ０．２５ｋＷ  ＹＵＫ２－４０５－０．２５ＴＬ／ＬＮ 
（２台） 

雨水送水ポンプ     １．１ｋＷ   ＫＢ２－３２５Ａ１．１ 
（２台）        

 
２．リサイクル施設 給排水設備     １３台 

汚水排水ポンプ         ０．４ｋＷ  ５０ＤＳ５．４ 
 （８台） 
汚水排水（生活排水用）ポンプ  ３．７ｋＷ  ８０ＤＬ５３．７ 
 （２台） 
中水用加圧給水ポンプユニット  ２．２ｋＷ  ４０ＭＤＰＡ３ ５２．２ 
（２台） 



雨水ろ過装置          ０．７５ｋＷ ３２Ｘ３２ＦＳＦＤ５．７５Ａ 
（１台） 

 
３．環境プラザ（つばさ館） 
 加圧給水ポンプユニット  ３．７ｋＷ  ５０ＢＮＢＭＤ３．７Ａ 
 （２台） 
 汚水ポンプ   ２．２ｋＷ  ６５ＤＶＳ５２．２ 
 （２台） 
 プラント排水ポンプ  １．５ｋＷ  ６５ＤＶＳ５１．５ 
 （２台） 
 湧水ポンプ   ０．２５ｋＷ  ４０ＤＮ５．２５ 
 （４台） 
 ろ過ポンプ   ０．７５ｋＷ  ５０ＤＮ５．７５ 
 （２台） 
 電気温水器   ２．０ｋＷ   ＲＥＫ２５Ｃ２Ｄ 
 （３台） 
 オイルトラップ    容量１００ℓ 
 （１箇所） 
 雨水ろ過装置   ５．６ｍ3／ｈ  ＡＳ－０２  
 （一式） 
 
４．草木類資源化施設  
 汚水ポンプ   ０．４ｋＷ   ５０ＤＬ５．４ 
 （２台） 
 プラント排水ポンプ  ０．７５ｋＷ  ５０ＤＬ５．７５ 
 （２台） 
 電気温水器   １．１ｋＷ   ＲＥＫ１２Ａ１Ｄ 
 （１台） 
 
５．ストックヤード棟 
 排水ポンプユニット  ０．２５ｋＷ  ５０ＤＶＳ５ 
 （２台） 
 
６．総括受水槽 

受水槽    二槽式 複合板構造 ３００ｍ3  
 （２基） 



給水ポンプユニット  ＫＦ２－４０ＨＲ５－７．５Ｇ  
(一式) 

 
７．下水排水貯留槽 
 水中ポンプ   ３．７ｋＷ  ＣＮ８０ 
 （２台） 
 ばっ気ポンプ   ３．７ｋＷ  ＪＡ３７２ 
 （２台） 
 
８．調整池・地下雨水貯留槽 
    排水ポンプ（大）         ３．７ｋＷ  ＣＮ８０ 
    （２台） 
    排水ポンプ（小）         ２．２ｋＷ  ＣＮ８０ 
    （１台） 












